
資料３  

 

高齢者施設における救急搬送の対応についての経過報告 

 

全国的に高齢化の進展に伴い、高齢者の救急搬送は増加の一途をたどっている中で、在宅

医療実施機関や高齢福祉施設と消防機関や救急医療機関との間での、患者情報の共有が不

十分であるといった課題がある。 

このことから、平成３１年３月に介護老人福祉施設と特定施設入居者生活介護の施設を

対象とした平塚市高齢福祉施設長会議で消防救急に関する研修会を開催し、対象施設から

提出されたアンケート結果をもとに救急要請時に高齢者本人の情報を記した「救急連絡シ

ート」や「ＤＮＡＲ」について消防救急課にヒアリングを実施した。 

ヒアリングの結果から「救急搬送時の情報共有を図るうえで救急連絡シートは有効だが、

施設と消防、病院間でルールを共通認識したうえで活用する必要がある。書面の項目及び記

載方法も同様である」との認識を得た。 

標準化を図るためマニュアルを作成する方向で検討を始めた。 

 

消防救急課、地域包括ケア推進課、在宅医療・介護連携支援センターで高齢者施設におけ

る救急搬送時の救急連絡シート及びシート記入マニュアル、救急事案発生時の対応フロー

チャートの原案について検討し、運用等も含めて市民病院に相談。市民病院としては「高齢

者施設における救急搬送の手引きの対象は、介護保険制度上の施設に限定されているが、病

院や消防が相手にしている高齢者施設はそれだけではない。在宅扱いとされる有料老人ホ

ームも含めて、通知していきたい。また、病院も市民病院だけの問題ではない。」という意

見であった。 

 

今後の予定として、関係者間で情報共有を図るための情報交換会を市民病院主導で年度

内に開催し、各機関が感じている課題や現状について共有する。その場で平塚市でのルール

作りや救急対応マニュアルの作成のための検討会の開催を提案し、次年度の開催について

了解を得る。 

市民病院で開催する情報交換会のメンバーは、２次救急の受け入れ医療機関（平塚共済病

院、済生会湘南平塚病院、市民病院、東海大大磯病院はオブザーバー参加）、平塚保健福祉

事務所、平塚市医師会、市（消防救急課、地域包括ケア推進課）を想定。 


